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Ⅰ．島根県中小企業・小規模企業振興基本計画の考え方           

１．島根県中小企業・小規模企業振興基本計画の位置づけ 

島根県中小企業・小規模企業振興基本計画（以下、計画という。）は、県が、島根県中小

企業・小規模企業振興条例（平成 27 年 12 月 1 日施行。以下、条例という。）第 12 条に基づ

く「中小企業・小規模企業の振興に関する計画」として、中小企業・小規模企業の振興に関

する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために、策定するものです。 

※条例については、次ページに目的、基本理念、基本方針等を記載。 

なお、本計画は、中小企業支援法第４条に基づく中小企業支援計画としての位置付けも有

するものとします。 

 

２．計画期間 

計画の期間については、第 2期島根創生計画と同じ期間である令和 7年度～令和 11 年度

までの 5カ年計画とします。 

 

３．中小企業・小規模企業の定義 

中小企業基本法に基づく中小企業・小規模企業の定義は、以下のとおりです。 

 

※中小企業の定義は、「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員の数」のいずれかを満た

すこととなっています。 

  

小規模企業

資本金の額又は
出資の総額

常時使用する
従業員の数

常時使用する
従業員の数

①製造業、建設業、運輸業、
その他の業種（②～④を除く）

3億円以下 300人以下 20人以下

②卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下

③サービス業 5,000万円以下 100人以下 5人以下

④小売業 5,000万円以下 50人以下 5人以下

業種
中小企業
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・条例の目的（第 1条） 

・条例の基本理念（第 3 条） 

 中小企業・小規模企業の振興は、次に掲げる事項を県、中小企業者、小規模企業者、市町村、中小企業・小

規模企業支援団体、金融機関等、教育機関、大学等、大企業及び県民が共有する基本理念として行わなければ

ならない。 

(１) 中小企業・小規模企業が本県経済の発展に寄与し、雇用の場を創出する等、 

県民生活の向上に大きく貢献する重要な存在であることを踏まえること。 

(２) 中小企業・小規模企業の経営の向上及び改善に対する自主的な努力を促進すること。 

(３) 県、中小企業者、小規模企業者、市町村、中小企業・小規模企業支援団体、金融機関等、教育機関、大学

等、大企業及び県民が相互に連携し、及び協力して推進すること。 

(４) 特に経営資源の確保が困難である小規模企業者に配慮すること。 

(５) 特に厳しい経営環境にある中山間地域及び離島地域に配慮すること。 

(６) 本県の有する自然、歴史、伝統・文化、豊かな特産物、多様な技術、優れた産業基盤及びその他の特色あ

る地域資源等を十分に活用することにより推進すること。 

(７) 意欲及び能力に応じた多様な雇用を確保するとともに、中小企業・小規模企業が求める人材の確保及び

育成を促進すること。 

(８) 長年にわたり中小企業・小規模企業に蓄積された経営資源が散逸することなく、円滑に事業が承継され

ることを促進すること。 

・条例の基本方針（第 11 条） 

 県は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を講ずるものとする。 

(１) 経営の革新及び経営基盤の強化 

(２) 国内外における販路開拓及び取引拡大の支援 

(３) 産学官連携等による技術及び新商品の開発等の促進 

(４) 融資制度等による資金供給の円滑化 

(５) 創業及び新たな事業の創出の促進 

(６) 円滑な事業承継の推進 

(７) 事業活動を担う人材の育成及び確保 

(８) 生きがいを持って働き、安心して子どもを産み育てることができる雇用環境の整備 

(９) まちの賑わいにつながる商業及びサービス業の振興 

(10) 地域の多様な資源及び伝統産業を活かした事業活動の促進 

(11) 農商工連携、６次産業化及び医療福祉分野等との連携の促進 

(12) 中小企業・小規模企業の事業活動の振興に資する企業誘致の促進 

(13) 中小企業・小規模企業の製品、技術等に関する情報発信の支援 

・条例における基本計画の定義（第 12 条） 

 この条例は、中小企業・小規模企業の振興について基本理念を定めるとともに、県の責務等を明らかに

することにより、中小企業・小規模企業に関する施策を総合的に推進し、もって、本県経済の発展及び雇

用の場の創出を図り、県民生活の向上に寄与することを目的とする。 

県は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、中小企業・小規模

企業の振興に関する計画を策定し、公表するものとする。 

〈参考〉島根県中小企業・小規模企業振興条例 



3 

 

Ⅱ．島根県の中小企業・小規模企業を取り巻く環境             

島根県内の中小企業は、全企業数 19,572 者のうち 19,550 者と 99.9％を占めており、従

業者数についても、全県 172,607 人のうち 157,571 人と 91.3％を占め、本県の経済と雇用

の中心的な担い手であり、産業活力の源泉であるとともに、地域社会を支え、県民生活の向

上に大きく貢献している非常に重要な存在です（2024 年版中小企業白書「令和３年経済セ

ンサス再編加工（総務省統計局）」、中小企業庁）。 

このように、島根県にとって、中小企業は欠かすことのできない重要な存在であり、中小

企業の活動が、県内に与える影響は非常に大きいものとなっています。 

そのため、条例制定の目的である県民生活の向上を目指すうえで、中小企業の成長及び安

定的な事業継続はなくてはならないものです。 

しかしながら、中小企業の外部環境は、人口減少によるマーケットの縮小、少子高齢化に

よる生産年齢人口減少、それに伴う雇用の確保難等、年々厳しさを増しています。また、中

小企業自身についても、経営者の高齢化や労働生産性の低下等の課題を抱えている事業者が

多く存在しています。 

以下では、近年の島根県の中小企業を取り巻く環境について概観していきます。 

 

１．近年の県内の中小企業・小規模企業の状況 

⑴ 中小企業・小規模企業数の推移 

島根県の中小企業数については、年々減少を続けています。平成 13 年までは、3万者を超

えていた企業数も、平成 16 年には 3 万者を下回り、その後も減少を続け、ここ 10 年ほどで

は年平均 470 者以上の企業が減少し、直近で把握できる令和３年には 19,550 者となってい

ます（表Ⅱ-1-①）。 

また、中小企業の中でも、小規模企業については、企業数 16,866 者（全企業数の 86.2％）、

従業者数 57,675 人（全従業者の 33.4％）と、県内企業の大きな割合を占めています。中規

模企業（中小企業から小規模企業を差し引いた企業）と比較した場合、中規模企業が平成 26

年から令和３年の企業数の増減率が▲14.2％であるのに対して、小規模企業は▲17.4％と減

少の割合が高くなっています。また、平成 10 年代（Ｈ11～Ｈ18 の増減率▲13.1％）と比較

しても小規模企業の減少割合が高くなっていることから、近年において、中小企業の中でも、

特に、小規模企業が厳しい環境に置かれていると考えられます（表Ⅱ-1-②）。 
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表Ⅱ-1-① 島根県の中小企業・小規模企業数の推移 

（出典：2024 年版中小企業白書「令和３年経済センサス再編加工（総務省統計局）」（中小企業庁）） 

 

   

 

表Ⅱ-1-② 島根県の中規模企業・小規模企業数の推移 

（出典：2024 年版中小企業白書「令和３年経済センサス再編加工（総務省統計局）」（中小企業庁）） 

 

（ 中規模企業：中小企業-小規模企業 として定義 ） 

 

⑵ 経営者の高齢化と後継者の不在 

島根県内の経営者の年齢は、令和 7 年では 62.3 歳と、全国平均よりも 1.5 歳高く、全国

で 4 番目となっており、中国 5 県の中でも最も高くなっているのに加え、年齢の推移も平成

20 年から令和 7年までの間に、全国平均は＋2.6 歳に対して、島根県では、＋3.4 歳となっ

ており、全国平均よりも 0.8 ポイント高くなっています（表Ⅱ-1-③）。 

また、島根県内の後継者の不在率は、令和 7 年では 64.2％と、全国平均よりも 14.1％高

く、全国でも 2番目となっており、中国 5県の中でも 1番目に高くなっております。後継者

不在率の推移も、平成 26 年から令和 7 年までの間で、全国平均は-15.3%でしたが、島根県

では、-8.6％となっており、全国平均よりも後継者不在率の改善が鈍くなっています（表Ⅱ

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H１１ H１３ H１６ H１８ H２１ H２４ H２６ H２８ Ｒ３

中小企業

うち小規模企業

(社)

島根県の中小企業・小規模企業数の推移

平成11年 平成13年 平成16年 平成18年 平成21年 平成24年 平成26年 平成28年 令和３年

県内の全企業数（者） 32,131 31,126 28,508 27,849 26,348 24,278 23,563 22,191 19,572

　うち中小企業数（者） 32,092 31,092 28,480 27,821 26,319 24,256 23,537 22,167 19,550

　　中小企業の割合 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%

　うち小規模企業（者） 28,408 27,565 25,211 24,696 23,308 21,405 20,409 19,260 16,866

　　小規模企業の割合 88.4% 88.6% 88.4% 88.7% 88.5% 88.2% 86.6% 86.8% 86.2%

平成11年 平成18年 増減 H18/H11 平成26年 令和３年 増減 R３/H26

中規模企業（者） 3,684 3,125 ▲ 559 ▲ 15.2% 3,128 2,684 ▲ 444 ▲ 14.2%

小規模企業（者） 28,408 24,696 ▲ 3,712 ▲ 13.1% 20,409 16,866 ▲ 3,543 ▲ 17.4%

中規模企業（者） 607,983 534,650 ▲ 73,333 ▲ 12.1% 581,500 511,535 ▲ 69,965 ▲ 12.0%

小規模企業（者） 4,228,781 3,663,069 ▲ 565,712 ▲ 13.4% 3,238,838 2,853,356 ▲ 385,482 ▲ 11.9%

島根

全国
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-1-④）。 

以上から、県内の中小企業にとって、他県よりも、世代交代、事業承継が喫緊の課題とな

っていると言えます。 

 

表Ⅱ-1-③ 中国 5 県の経営者（社長）年齢の推移（出典：全国社長年齢分析（帝国データバンク）） 

 

表Ⅱ-1-④ 中国 5 県の後継者不在率の推移（出典：後継者不在に関する企業の実態調査（帝国データバン

ク）） 

 

２．島根県の人口減少 

島根県の人口は、年々減少を続けており、平成 2年には 781,021 人であった人口は、直近

の令和 7年には、633,105 人と 35 年の間に約 15 万人が減少しています（表Ⅱ-2-①）。 

減少の幅についても、平成 2 年から平成 12 年の間では、年平均で約 1,951 人の減少であ

ったのに対して、平成 27 年から令和 7 年の間では、年平均で約 6,125 人の減少と、3 倍以

上のペースで減少しており、時代が進むごとに加速度的に減少しています。 

また、一般的に働き手として考えられる生産年齢人口（15 歳～64 歳）について、平成 2

年には 494,253 人でしたが、令和 7 年には 336,397 人と、約 16 万人減少しており、この減

少数は、同時期の県総人口の減少数よりも多くなっています。 

減少の幅についても、上記の県総人口と同様に、平成 2 年から平成 12 年の間では、年平

均で約 3,415 人の減少であったのに対して、平成 27 年から令和 7 年の間では、年平均で約

4,048 人の減少と、減少幅が大きくなっています。 

全人口の減少は、マーケットの縮小と直結する重要な問題であり、また、生産年齢人口の

減少は、働き手の確保が困難となる点においても大きな問題となっています。 

 

平成20年 平成23年 平成27年 平成30年 令和7年 R7-Ｈ20

島根県 58.9 59.5 60.7 61.1 62.3 3.4

鳥取県 58.5 58.8 59.7 60.2 61.3 2.8

山口県 58.5 58.8 59.3 59.8 60.9 2.4

広島県 58.0 58.4 59.1 59.6 60.8 2.8

岡山県 58.1 58.3 58.6 59.0 60.3 2.2

全国 58.2 58.5 59.2 59.7 60.8 2.6

平成26年 平成29年 令和元年 令和４年 令和７年 R7-Ｈ26

島根県 72.8 72.4 70.9 75.1 64.2 ▲ 8.6

鳥取県 74.4 72.6 76.0 71.5 62.7 ▲ 11.7

山口県 75.0 76.4 74.7 65.3 53.4 ▲ 21.6

広島県 75.2 73.4 73.1 59.0 57.9 ▲ 17.3

岡山県 62.9 62.5 61.8 60.5 60.1 ▲ 2.8

全国 65.4 66.5 65.2 57.2 50.1 ▲ 15.3
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表Ⅱ-2-① 島根県人口推移（年齢 3 区分） 

（出典：国勢調査（Ｈ2～Ｒ2）（総務省統計局）、島根県推計人口（Ｒ5，Ｒ6，Ｒ7）（島根県統計調査課）） 

 

 

 
３．県内企業の労働生産性 

島根県内の一企業当たりの付加価値額は、農林業を除いた業種で 38,849 千円となってお

り、全国平均よりも 57,645 千円低くなっています（表Ⅱ-3-①）。 

島根県の場合は、一企業当たりの従業者数が全国平均よりも 5.4 名少ないため、企業規模

が小さい企業の構成比が高いことも要因の一つとなりますが、従業員一人当たりの付加価値

額についても、3,734 千円となっており、全国平均よりも 2,388 千円低くなっています。付

加価値額は、「稼ぐ力」と言い換えることができるため、島根県の企業は、全国平均と比較

すると稼ぐ力が弱い状況となっています（表Ⅱ-3-②）。 

また、付加価値額の中には人件費が含まれており、給与総額の増減は、付加価値額の範囲

内に限られる事から、県内の中小企業の多くが、付加価値の伸び悩みにより、従業員の確保・

定着を図るための賃金アップや最低賃金の上昇への対応が難しい実態にあることが推察さ

れます。  

平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 令和２年 令和５年 令和６年 令和７年

総人口（人） 781,021 771,441 761,503 742,223 717,397 694,352 671,126 649,235 641,396 633,105

年少人口（人）
（０～１４歳）

143,884 126,403 111,982 100,542 92,218 86,056 81,837 76,987 75,068 72,721

生産年齢人口（人）
（１５～６４歳）

494,253 477,919 460,103 439,471 414,153 376,877 359,735 345,099 340,466 336,397

老年人口（人）
（６５歳～）

142,061 167,040 189,031 201,103 207,398 222,648 229,554 227,149 225,862 223,987
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表Ⅱ-3-① 島根県と全国の一企業当たり付加価値額比較（出典：令和３年経済センサス（総務省統計局）） 

 

 

表Ⅱ-3-② 島根県と全国の従業員一人当たり付加価値額比較 

（出典：令和３年経済センサス（総務省統計局）） 

 

４．経済情勢等の外部環境 

⑴ 経済状況 

新型コロナウイルス感染症の影響により世界的に大きく落ち込んだ経済情勢は、回復の途

上にあるものの、最近の米中関係の緊張感の高まりや地政学リスクの増大等を要因として、

今後の見通しについては、不透明さが増していくと考えられます。 

また、世界的な脱炭素・カーボンニュートラルやデジタル・トランスフォーメーションへ

の動き、急速に進む人口減少に起因する深刻な人手不足等、中小企業を取り巻く経営環境は

激変しています。 

さらに、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化の影響等もあり、原油や穀物等の国際価格

の高騰や長引く円安傾向に伴う輸入物価の上昇が家計や企業等の一部に深刻な影響を与え

ているほか、物価上昇に呼応した賃金上昇圧力の高まりや原材料やエネルギー価格等の高騰

に対応し、利益を確保するためには、適正な価格転嫁や生産性向上を通じて、早期の収益改

善と持続的な成長を図る必要があります。 

 

 

業種合計
（農林業除く）

建設業 製造業 情報通信業
卸売業、
小売業

金融業、
保険業

宿泊業、
飲食ｻｰﾋﾞｽ業

生活関連
ｻｰﾋﾞｽ業、

娯楽業
医療、福祉

島根県（千円） 38,849 40,824 109,531 110,038 27,238 318,411 10,096 7,352 95,126

全国平均（千円） 96,494 58,469 197,630 370,524 66,990 640,125 15,646 15,390 248,384

島根県－全国 ▲ 57,645 ▲ 17,645 ▲ 88,099 ▲ 260,485 ▲ 39,753 ▲ 321,714 ▲ 5,551 ▲ 8,038 ▲ 153,258

島根県（人） 10.4 8.6 21.3 19.6 8.1 33.7 6.7 3.6 28.0

全国平均（人） 15.8 8.9 28.7 35.8 14.7 50.3 10.5 6.1 26.5

島根県－全国 ▲ 5.4 ▲ 0.3 ▲ 7.5 ▲ 16.3 ▲ 6.6 ▲ 16.6 ▲ 3.8 ▲ 2.5 1.6

一企業当たり
の付加価値額

一社あたり
従業員数

業種合計
（農林業除く）

建設業 製造業 情報通信業
卸売業、
小売業

金融業、
保険業

宿泊業、
飲食ｻｰﾋﾞｽ業

生活関連
ｻｰﾋﾞｽ業、

娯楽業
医療、福祉

島根県（千円） 3,734 4,746 5,146 5,625 3,358 9,456 1,503 2,023 3,393

全国平均（千円） 6,122 6,562 6,877 10,345 4,549 12,737 1,486 2,509 9,382

島根県－全国 ▲ 2,388 ▲ 1,816 ▲ 1,731 ▲ 4,720 ▲ 1,192 ▲ 3,281 17 ▲ 486 ▲ 5,990

付加価値：付加価値とは、企業等の生産活動によって新たに生み出された価値のことで、事業が 

社会に対してどれだけの価値を提供しているのかを把握する一つの考え方です。     

ここでは、下記の計算式の数値を用いています（経済センサスにおける定義）。 

（ 付加価値額 ＝ 売上高 － 費用総額 ＋ 給与総額 ＋ 租税公課 ） 



8 

 

⑵ 中小企業に影響を与える法改正等 

中小企業に影響を与える法改正等が近年多く行われており、代表的なものでは、「働き方

改革」があります。平成 31 年 4 月より、働き方改革関連法が順次施行され、労働時間法制

の見直し、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保をポイントとして、残業時間の上限規制

や年次有給休暇の義務化等多くのことが企業に求められています。特に物流業界では、トラ

ックドライバーへの時間外労働の上限規制等により労働力が不足する等、「２０２４年問題」

への対応が必要となっています。 

その他にも、食品製造業を主な対象とした食品の安全性確保のためのＨＡＣＣＰの義務化

や食品表示法の改正等、業種によって対応が必要なものもあります。 

また、令和５年 10 月に開始したインボイス制度や電子帳簿保存法への対応のほか、今後

普及していくと見込まれる電子契約書への対応も必要です。 

そして、令和６年 10 月に「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガ

イドライン」が改定され、個人として業務委託を受ける特定受託事業者と企業などの発注事

業者の間の取引適正化、就業環境の整備を図ることも求められています。 

上記に対応するには、人員の確保・育成、設備投資や業務の標準化による生産性向上等を

進めなくてはなりませんが、大企業と比較すると経営資源が不足しがちな中小企業にとって

は、負担が大きく、経営上の課題となっています。 

 

⑶ 技術革新 

近年では、インターネット上でデジタル化された財・サービス等の流通が加速する中、こ

うしたデジタル経済をベースにした新しい技術革新が急速に進展してきています。 

具体的には、人工知能（ＡＩ）、モノのインターネット化（ＩｏＴ）、ビッグデータ、ロボ

ット等の技術が挙げられます。これらの技術により、機械化が困難であった業務についても

機械・システムによる代替が可能となってきたことから、技術革新に迅速・適切に対応し、

生産性を向上させることが企業側に求められつつあります。 

一方、中小企業を取り巻く市場環境も、前述したデジタル技術の進展やグローバル化等、

大きく変化しており、新しい技術の活用により新分野や新市場への進出が可能となる等ビジ

ネスチャンスは拡大しています。 
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Ⅲ．中小企業・小規模企業支援について                  

１．中小企業・小規模企業の持続・成長・発展に向けた県の支援の方向性 

⑴ 支援の方向性と条例の繋がり 

第Ⅱ章における県内の中小企業・小規模企業を取り巻く環境を踏まえ、島根県では、中小

企業・小規模企業が足腰の強い経営基盤を築き、自律的に事業活動を行いながら、持続・成

長・発展できるよう、下記の４つの方向性により支援していきます。 

また、本計画全体のイメージ図は表Ⅲ－1－①のとおりであり、支援の方向性と条例の「基

本方針」（13 項目）の繋がりを明確にするため、同表の右側に条例の基本方針を項目ごとに

区分しています。 

●支援の方向性 

① 産業の成長につながる企業の競争力強化と生産性向上 

② 多様な人材の確保・育成と定着の推進 

③ 地域の持続的な発展を支える起業・創業、事業承継の推進 

④ 地域の強みを活かした経済の活性化 

表Ⅲ-１-① 島根県中小企業・小規模企業振興基本計画のイメージ図  

 

※表内の「支援の方向性」については、簡略化した記載をしています。 

事
業
者
自
身

外
部
環
境

①競争力の強化（生産性向上）
・経営革新及び経営基盤の強化

・国内外への販路開拓及び取引拡大の支援

・産学官連携等による技術及び新商品開発等の促進

・融資制度等による資金供給の円滑化

・中小・小規模企業の製品、技術情報の発信支援

②人材確保、育成、定着の強化
・事業活動を担う人材の育成及び確保

・生きがいを持って働き、安心して子どもを産み育てるこ

とができる雇用環境の整備

③円滑な事業承継・創業の推進
・創業及び新たな事業の創出の促進

・円滑な事業承継の推進

④地域経済の活性化
・まちの賑わいにつながる商業及びサービス業の振興

・地域の多様な資源及び伝統産業を活かした事業活動

の促進

・農商工連携、6次産業化及び医療福祉分野等との連

携の促進

・中小・小規模企業の事業活動の振興に資する企業誘

致の促進

条
例
の
目
的

中小企業・小規模企業の現状と課題及び支援の方向性

現状と課題 支援の方向性
      支援の考え方
（「条例」と「支援の方向性」の関係性の整理のため、
「・」以下は、条例の「基本方針（13項目）」を記載。）

県 民 生 活 の 向 上

県内経済の発展 雇用の場の創出

中小企業・小規模企業の持続・成長・発展が必要

人口減少
マーケットの

縮小

少子高齢化
雇用確保難

人手不足

労働生産性

の低下

利益確保難

「賃金の

上昇」

経営者

の高齢化

廃業

「後継者

不在」

業

績

の

悪

化

・

企

業

数

の

減

少

①

競争力の強化

(生産性向上)

②

人材確保、

育成、定着

の強化

③

事業承継、

起業・創業の

推進

④

地

域

経

済

の

活

性

化

経済情勢

の変化

原材料・

ｴﾈﾙｷﾞｰ価格

の高騰

技術革新

の進展

新たな技術

導入の遅れ
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⑵ 支援の方向性と県の支援施策体系 

上述の４つの支援の方向性から、県では様々な施策を講ずることとしており、これを体系

化して整理したものが表Ⅲ-1-②になります。なお、支援の方向性の一つである「①産業の

成長を促す企業の競争力強化と生産性向上」については、関連する施策が多岐にわたるため、

更に「経営基盤強化」、「技術力や研究開発の向上」、「新市場の開拓や販路拡大の推進」に区

分し整理しています。 

 具体的な説明については、「２．支援の方向性ごとの取組姿勢」で行います。 

 

表Ⅲ-1-② 支援の方向性と県支援体系のイメージ図 

 

 

⑶ 配慮事項 

当計画を遂行する中で、下記の３点について、特に配慮し支援を行います。 

① 小規模企業への対応 

経営資源の確保が困難である、フリーランスを含む小規模企業については、きめ細かな

支援体制を構築し、特に金融、税務、労働等経営の各分野の相談、指導が適切に受けられ

るよう努めます。 

また、小規模企業等の連携による商品の開発及び販路の開拓並びに新たなサービスの創

出の支援を行います。 

 

② 中山間地域・離島地域への対応 

特に厳しい経営環境にある中山間地域・離島地域において、地域に密着した支援体制を

構築し、中小企業の経営の改善及び革新や地域産業振興の取組に対して必要な支援を講じ

ます。 

県
内
産
業
の
振
興

④地域の強みを活かした経済の活性化

県
内
企
業
へ
の
総
合
的
支
援

①産業の成長につながる企業の競争力強化

と生産性向上 ②多様な人材の確保・育成
と定着の推進

③地域の持続的な発展

を支える起業・創業、
事業承継の推進経営基盤強化

技術力や研究・

開発力の向上

新市場の開拓や

販路拡大の推進

経営革新

新分野進出

効率化

資金調達

事業継続

研究・開発

技術革新

知的財産

産学官連携

県外展開

県内取引

海外展開

多様な就業の支援

魅力ある働きやすい職場づくり

地域の産業を支える人づくり

事業承継支援

起業・創業支援

産業集積の強化

地域資源活用

観光地域づくり

地域商業・サービス業支援 企業立地の推進

外国人誘客の推進

価格転嫁

若者の県内就職の促進



11 

 

                                                                                                                             

③ 官公需での対応 

工事の発注並びに物品及び役務の調達を行う場合には、中小企業の受注機会の確保に努

めるとともに、県内中小企業への優先発注に配慮します。 

受注機会が減少している県内事業者に配慮するため、発注に際して、経済合理性・公平

性などに反しない場合は、可能な限り分離・分割して発注を行うこととします。 

また、県が交付する補助事業についても、補助事業者に対し、事業の実施に際して県内

中小企業者へ発注するよう働きかけます。 

※「官公需」とは、国・地方公共団体等による物品の購入、印刷製本等製造の請負発注、サービ

ス提供の受領、工事発注等をいう。 

 

  



12 

 

２．支援の方向性ごとの取組姿勢 

本章では、４つの「支援の方向性」ごとに、県の中小企業・小規模企業支援の取組や考え

方等について、記載します。 

 

① 産業の成長につながる企業の競争力強化と生産性向上                          

中小企業が自社の競争力強化・生産性向上、事業拡大を図るために、「経営基盤強化」、「技

術力や研究開発の向上」、「新市場の開拓や販路拡大の推進」の３点を主な支援項目として、

取り組みます。 

 

□ 経営基盤強化 

商工会、商工会議所等の支援機関との連携によるきめ細かな経営支援体制を確保し、中小

企業が行う経営改善、経営革新、生産性向上、新分野進出等の経営力の強化の取組を支援す

ることにより、自律的な経営を促進します。 

また、中小企業が持続的に賃上げし、事業継続を図るには、その原資を確保する必要があ

るため、適切に価格転嫁できる取引環境の整備が行われるよう国と連携します。 

さらに、信用力・担保力の不足する中小企業に対して、金融機関と協調し、信用保証制度

を活用する等、円滑な資金調達についても支援します。 

 

■経営革新等の新たな取組の支援 

中小企業が新商品開発等の新しい取組を行う際に、現状の課題や目標等を明確化し、実

現可能性の高い事業とするために、経営革新計画（県が承認する経営計画）の策定を商工

会、商工会議所等の支援機関と連携しながら支援します。 

 

■新分野や異分野進出による経営力の強化 

中小企業が新分野への進出を目指す際に、専門的なアドバイスを受けられるように、商

工会、商工会議所、しまね産業振興財団等の支援機関を窓口として事業の内容に合ったア

ドバイザーを派遣することで、新分野への進出が円滑に進むように、支援を行います。 

 

■効率化の促進 

経営環境の変化に対応する企業が行う経営革新や生産革新等の取組に対して専門家派

遣などによりデジタル化・ＤⅩ化の推進を支援します。 

また、物流 2024 年問題への対応が課題になっているため、物流効率化に向けた取組を

支援し、輸送コストの低減や輸送日数の短縮による効率化を図ります。 

 

■適正な価格転嫁の促進 

国に対しては、取締体制の強化等実効性のある価格転嫁対策を講じることに加え、法律

違反によって中小受託事業者が受けた不利益には、厳格な原状回復が実現するよう勧告や

行政指導の内容を強化することを要望していきます。 

また、業況調査等で、大企業をはじめとする発注側と、中小企業・小規模企業等の受注

側との交渉状況を注視するとともに、公正取引委員会が公表した「労務費の適切な転嫁の
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ための価格交渉に関する指針」、パートナーシップ構築宣言の促進、取引 G メンや取引か

けこみ寺といった制度の周知等を行うこと等で国と連携します。 

 

■信用補完制度を活用した円滑な資金調達支援 

信用保証協会や各種商工団体、金融機関と連携しながら、信用力・担保力の不足する中

小企業の運転資金や設備投資資金の円滑な資金調達を支援します。 

 

■リスクに備えた事業継続に向けた取組の支援 

中小企業の震災への備えや災害時等の事業継続力の強化を図るため、中小企業者や支援

機関等を対象として普及啓発セミナー等を開催し、中小企業の事業継続力強化計画及び

BCP（事業継続計画）策定に向けた取組を支援します。 

 

□ 技術力や研究・開発力の向上 

企業間連携や産学官金連携等を通じて、県内企業の技術力・競争力の強化や、成長する産

業・市場への進出や新事業に向けた展開の支援を行います。 

  

■新製品や新技術の開発の促進 

企業間連携や産学官金連携等の構築支援や、産業技術センターにおける技術支援により

県内企業の新製品や新技術の開発等を推進します。 

 

■技術力向上の促進 

企業への専門家派遣や企業からのニーズと大学・高専等の研究シーズのマッチング等に

より、県内企業の技術力強化に向けた取組を支援します。 

また、産業技術センターにおける企業からの技術相談への対応、技術セミナーの開催、

技術研修生の受入等を通じ、県内企業の技術力向上を支援します。 

 

■知的財産の活用の促進 

しまね知的財産総合支援センターが開催するセミナー等を通じて、知的財産の活用に関

する普及啓発を図るとともに、県内企業の新たな製品化や事業化を支援します。 

 

■大学等のシーズを活用した産学官連携の促進 

企業の新技術開発や新製品開発、課題解決、人材育成を促進するため、企業や産業界の

ニーズと大学等が有している研究シーズとのマッチング支援等、産学官連携の取組を推進

します。 

 

■材料エネルギー学部との共同研究支援 

県内企業の新技術開発・新製品開発等を促進するため、令和５年４月に島根大学に創設

された 「材料エネルギー学部」と県内企業との共同研究を支援します。 

 

□ 新市場の開拓や販路拡大の推進 
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人口減少に伴い県内市場が縮小する中で、県外や海外に需要を求めて、新たに進出する企

業や、取引・販路拡大を目指す企業の支援を行います。 

また、県内経済についても、企業誘致による企業間取引の創出や県産原材料調達増大の取

組への支援を行い、活性化に取り組みます。 

 

■次世代産業分野への参入支援 

グリーン・環境、ヘルスケア等への県内企業の新規参入を促進するため、情報収集、体

制構築、研究開発等を支援します。 

 

■県外市場をターゲットにした販路拡大の促進 

首都圏等への販路開拓・拡大を進める企業に対して、マッチングや販売戦略等のアドバ

イスを行い、また、首都圏等で開催される専門展示会等への出展を支援します。 

食品産業では、「しまね県産品販売パートナー店制度」等を活用し、県産品の認知度向

上や販路拡大を図るとともに、県内外での展示会出展支援により商談機会を創出するほか、

複数の事業者の商品を取りまとめて販路開拓を進める取組を支援します。製造業では、営

業代行やＷｅｂマーケティング等の新たな手法による販路開拓の取組を支援します。 

また、商業・サービス業において、県外での事業展開の準備段階から進出や市場開拓の

モデル的な取組を支援します。 

 

■県内の経済循環を活性化させる県内取引の拡大 

地元企業の事業拡大や県外から立地した企業の増設に伴う企業の再投資、及び県外企業

の新規立地を推進し、誘致企業を含め県内取引の拡大を図ります。 

食品産業では、県産原材料の調達を増大し、販路拡大を推進する事業者の取組を支援し、

農林漁業者の生産拡大等の波及効果の創出を推進します。 

 

■海外需要の獲得に向けた取組の促進 

県内企業の海外進出については、バンコクの「島根・ビジネスサポート・オフィス」で

の相談対応や展示会・商談会を通じた海外販路拡大機会の創出によりアセアン等、海外で

の需要獲得に向けた取組を支援します。 

また、貿易については、県・しまね産業振興財団・JETRO 島根の３機関による貿易に係

る支援体制の強化、事業者間の連携促進に向けた支援、設備投資等の支援などにより、県

内企業の輸出拡大を促進します。 

 

② 多様な人材の確保・育成と定着の推進                                   

（※ 雇用関連の支援については、「島根県雇用対策計画」に詳細な方向性を記載。)                  

若者、女性、高齢者、障がい者等への魅力ある情報発信や就業機会の提供等により、そ

れぞれの能力や経験等を活かせる県内就業を促進します。 

また、職場環境の改善と、知識や技術の習得・向上の機会提供等により、誰もがいきい

きと働き続けられる活力ある職場づくりを県内に広げます。 
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■若者の県内就職の促進 

高校生や県内外に進学した学生をはじめとする若者に、島根で働く魅力や意義について

考え、県内企業等への就職意識を高めてもらうための情報や機会を教育機関やふるさと島

根定住財団等と連携して、企業の採用活動の動向も踏まえながら、きめ細かく提供するこ

とにより県内就職を促進します。 

 

■多様な就業の支援 

様々な事情で希望どおりの働き方ができていない女性のほか、高齢者・障がい者等が、

それぞれの個性や多様性を尊重され、経験や能力を活かし県内企業で活躍できるよう、就

職に向けた相談窓口の設置や障がい者雇用への理解促進、職業訓練等、きめ細かな支援を

行います。 

さらに、県内企業等における外国人材の適正な雇用と職場定着を進めていくため、外国

人材の受入の仕組み等の情報提供や、働き続けられる職場づくりへの支援を実施します。 

 

■魅力ある働きやすい職場づくり 

働く人の視点に立った魅力ある職場づくり、年次有給休暇の確実な取得や時間外労働の

削減等働き方改革の推進に向けた企業等の取組に対して支援します。また、若手社員等の

人材育成の支援を進めます。 

 

■地域の産業を支える人材の育成 

地域産業で求められる知識・技術・技能等を有する人材を、高等技術校、民間教育機関、

企業等との連携により育成するほか、企業の競争力強化に不可欠となる従業員の人材育成

を促進する研修実施等、在職者のスキルアップに取り組みます。 

 

  

③ 地域の持続的な発展を支える起業・創業、事業承継の推進                  

地域経済の持続的な発展を支えるためには、経営者の高齢化や後継者不在の課題を抱える

中小企業の世代交代を進め、また、起業・創業の促進による地域産業の活性化も併せて行い、

起業・創業と事業承継を両輪とした一体的な支援に取り組みます。 

 

■円滑な事業承継の推進 

今後、経営者の高齢化や後継者不在を理由とする休廃業が生じないよう、円滑な事業承

継を推進するため、市町村、商工会、商工会議所、士業等の支援機関と連携し、案件の掘

り起こしから、将来の事業承継を見据えた現経営者による生産性向上等の取組の支援、後

継者の確保、事業承継計画の策定、承継のフォローまで、総合的な支援を行います。 

また、後継者不在の事業者に対しては、親族や従業員に限らず、Ｍ＆Ａ、新規創業者等

第三者への事業承継を模索し、島根県事業承継・引継ぎ支援センター等と連携しながら、

マッチングに向けた支援を行います。 

後継者を確保した事業者に対しては、後継者の育成や後継者が主体となって行う新たな

事業展開等について支援します。 
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■起業・創業しやすい環境整備、育成の推進 

起業・創業マインドを向上させる取組のほか、起業・創業しやすい環境の整備や、起業・

創業後の継続的なフォローアップ等を市町村や商工会、商工会議所等の支援機関と連携し

ながら取り組むことで、起業・創業する方を支援します。 

また、県外からの移住者や県内在住者が取り組む地域課題の解決を目指した社会的事業

の起業・創業を支援します。 

 

④ 地域の強みを活かした経済の活性化                                

島根県の強みである観光・地域資源の活用や競争力のある産業集積等の活性化により、地

域経済の成長・発展を促す取組を行っていきます。さらに、新たな強みの創出にも繋がる県

内産業の高度化等に資する企業立地を促進します。 

また、地域を守る観点から、商業機能の維持・振興の支援を行い、県民の安定した生活の

向上も図ります。 

 

■強みを有する集積産業の基盤強化と更なる成長の促進 

県内の強みを有する集積産業として、特殊鋼産業においては、素材の特性を活かした航

空機産業やモーター産業への参入拡大を進め、関連産業へ波及するよう支援します。 

石州瓦産業においては、産地の維持・拡大に向けた戦略的な販路拡大や生産性向上、異

分野参入の取組等を支援します。 

鋳物等の地域経済を牽引する集積産業においては、市場を見据えた経営戦略の構築や、

戦略に基づく技術力の向上、販路拡大等関連する県内企業が連携して行う取組を支援しま

す。 

ＩＴ産業においては、将来を担うＩＴ人材の育成や県内就職の促進、県外ＩＴ人材の県

内転職の促進など、人材確保を図りながら、付加価値の高い業務の受注や新サービス・商

品の開発等、収益性の高い業態への転換を支援します。 

また、県内全域に立地する食品産業においては、生産性向上、商品開発、ＥＣサイト活

用による販路開拓、食品表示・食品衛生等の課題解決を支援するとともに、地域経済を牽

引する事業者の育成を図ります。 

 

■地域資源を活用した質の高い観光地域づくり 

歴史・文化、豊かな自然、温泉や食、神事、伝統芸能、街並み等、島根の魅力ある観光

資源を活用し、地域や民間事業者が主体となって行う観光商品造成やガイド育成等の取組

を支援します。 

また、島根の強みを表現した「ご縁も、美肌も、しまねから。」をキャッチフレーズに

県内の観光素材を戦略的に発信します。 

 

 

 

■外国人誘客の推進  
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ターゲットとする国や地域に応じた情報発信や誘客促進、外国人観光客が多数訪れる関

西圏や広島からの誘客や空港や鉄道、高速バスといった来県ルート別の対策、外国人の利

便性向上を図る受入環境の整備等に取り組みます。 

 

■地域資源を活用した新商品開発等の支援 

食品産業では、県産原材料等を活用し、消費者や取引先のニーズをとらえた商品開発や

販路拡大の取組を支援します。 

 

■地域商業・サービス業の支援 

経済情勢の悪化や商業者の高齢化等により県内商業等の店舗数及び販売額が著しく減

少し、地域の商業機能が失われつつある中で、地域商業の機能維持と地域内経済循環の促

進を目的とした小売業・サービス業等の新規出店や買い物不便地域での小売店の開業・移

動販売等に取り組む事業者を市町村とともに支援します。 

 

■産業の高度化と魅力的な雇用の場の創出につながる企業立地の推進 

地元企業の事業拡大や県外から立地した企業の増設による再投資、及び高い付加価値を

生み出す県外企業の新規立地を推進することにより県内産業の高度化を図るとともに、魅

力的な雇用の場を創出します。 
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３．計画期間中の経営環境の変化に対応した支援のポイント 

当計画は令和７年度～令和 11 年度までの５カ年計画としておりますが、近年の中小企業・

小規模企業を取り巻く環境は、「第Ⅱ章 ４．経済情勢等の外部環境の変化」で述べたとお

り、年々目まぐるしく変わっており、中小企業の経営上の課題も、短期間で大きく変化する

ことも想定されます。 

そのため、当計画では、その時々に合った中小企業の課題に柔軟に対応するため、短期（１

～２年程度）での支援のポイントを追加設定することとします。 

 

■長期化しているエネルギー価格・物価高騰、人件費上昇への対応 

これまで、エネルギー価格・物価高騰等の影響を受ける事業者に対し、収益確保や生産

性向上に向けた設備投資等を支援してきたところです。 

エネルギー価格等の高騰の長期化に加え、最低賃金の上昇や社会保険料負担の増加によ

る人件費の上昇など、厳しい経営環境が続いているため、エネルギーコスト削減効果の高

い設備投資や、新たな収益確保のための設備投資等について、補助上限額を引き上げた上

で、既に支援を活用した事業者も含め、改めて支援します。
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４．進捗管理 

中小企業・小規模企業の振興において、前述した４つの支援の方向性ごとに、以下、第

２期島根創生計画の進行管理に用いる指標を用いながら、進捗管理をしていきます。 

 

① 産業の成長を促す企業の競争力強化と生産性向上 

〔経営基盤強化支援等の効果を表す指標〕 

・ 県内中小企業の経営改善や新規事業に取り組む事業所数（経営革新計画）【当該年

度４月～３月】 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

17 事業所 17 事業所 17 事業所 17 事業所 17 事業所 

 

〔技術力・競争力の強化等の効果を表す指標〕 

・  県の支援を受けて新製品・新技術開発を行った支援先企業の事業化件数（R5 年度

からの累計） 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

20 件 30 件 40 件 50 件 60 件 

 

〔販路拡大支援等の効果を表す指標〕 

・ 県の支援策を利用して新たな販路を確保した品目数 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

1,113 品目 1,151 品目 1,190 品目 1,229 品目 1,270 品目 

 

② 多様な人材の確保・育成と定着の推進 

〔県内企業の魅力向上等の人材確保推進の効果を表す指標〕 

・ 県外４年制大学の島根県出身者の県内就職率 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

30％ 30.6％ 31.2％ 31.8％ 32.4％ 

 

・ 高校卒業時の県内就職率（学校基本調査（文部科学省））  

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

82.0％ 82.5％ 83.0％ 83.5％ 84.0％ 

 

   〔魅力ある職場づくり等人材定着の推進の効果を表す指標〕 

・ 新規学卒就職者の就職後３年定着率（高卒） 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

65.0％ 65.5％ 66.0％ 66.5％ 67.0％ 

※ 定着率は、「100％－離職率」で算定。離職率は雇用保険の届け出状況によって計上するた

め、島根県以外で離職した者を含む。 

 

 

（単年度値） 

（単年度値） 

（単年度値） 

（単年度値） 

（累計値） 
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③ 地域の持続的な発展を支える起業・創業、事業承継の推進 

   〔起業・創業の支援の効果を表す指標〕 

・ 開業率（雇用保険事業統計における保険関係新規成立事業所数／適用事業所数） 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

2.8％ 2.9％ 3.0％ 3.1％ 3.2％ 

 

〔円滑な事業承継の推進の効果を表す指標〕 

・ 事業承継計画を策定し、後継者を確保した企業数（R2 年度からの累計） 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

762 者 912 者 1,062 者 1,212 者 1,362 者 

※ 事業承継計画の定義：県が策定した様式で、中小企業が後継者を確保し、代表権や株式の

移転等を記載する計画。 

 

④ 地域の強みを活かした経済の活性化 

〔魅力ある観光づくり新たな市場開拓等による地域経済の活性化の効果を表す指標〕 

・ 観光入込客延べ数 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

30,800 千人 31,300 千人 31,800 千人 32,400 千人 33,000 千人 

 

〔企業立地の推進による地域経済の活性化の効果を表す指標〕 

・ 企業立地による新規雇用者計画数（中山間地域・離島）（増加常用従業員数）（R7 年度か

らの累計） 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

180 人 360 人 540 人 720 人 900 人 

 

（単年度値） 

（累計値） 

（累計値） 

（単年度値） 


